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は
じ
め
に

本
学
図
書
館
所
蔵
の
「
下
田
歌
子
関
係
資
料
」
の
中
に
は
、
父
平
尾
鍒
蔵

が
書
き
残
し
た
資
料
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
二
度
に
わ

た
り
辛
酸
を
嘗
め
た
不
本
意
な
幽
囚
事
件
に
関
し
て
は
、
関
係
資
料
を
丹
念

に
書
き
写
し
、
遣
り
切
れ
ぬ
思
い
を
書
き
残
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ

ら
一
連
の
文
書
と
は
異
な
り
、
己
巳
年
す
な
わ
ち
明
治
二
年
九
月
に
起
き
た

歌
子
（
当
時
平
尾
鉐せ

き

）
の
歌
才
に
か
か
わ
る
或
る
出
来
事
を
父
鍒
蔵
が
即
日

書
き
留
め
た
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
を
解
読
し
、
上
京
以
前
、
少
女
時
代

の
下
田
歌
子
の
歌
才
と
世
評
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
或
る
思
い
が
け
ぬ
出
来
事

を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
、
何
故
か
岩
村
藩
勤
皇
派
の
父

鍒
蔵
は
な
お
謹
慎
中
の
身
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
言
及
も
見
ら
れ
る
ゆ

え
、
併
せ
て
触
れ
て
み
た
い
。

1

平
尾
鍒
蔵
筆
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
九
月

二
三
日
か
ら
二
五
日
に
至
る
三
日
間
の
一
連
の
出
来
事
を
記
録
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
二
三
日
昼
過
ぎ
、
中
山
道
大
井
宿
（
尾
張
藩
領
）
の
本
陣
か
ら

の
使
者
が
平
尾
家
を
訪
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
用
件
は
鉐
（
歌
子
）
の

歌
詠
短
冊
を
頂
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
折
悪
し
く
鉐
は
境

野
家
へ
病
人
の
看
病
に
行
っ
て
お
り
留
守
。
鍒
蔵
は
鉐
の
歌
詠
が
入
っ
た
箱

を
そ
の
ま
ま
使
者
の
前
に
出
し
、
こ
の
中
か
ら
何
枚
で
も
選
ん
で
お
持
ち
帰

り
下
さ
い
、
と
告
げ
て
来
訪
中
の
眼
医
者
と
談
話
を
続
け
て
い
る
。
や
が
て

使
者
は
五
七
枚
の
短
冊
を
選
び
、
挨
拶
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
鉐
の
留
守
中

に
短
冊
所
望
の
人
が
来
た
時
に
は
何
時
も
そ
う
し
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る

ご
と
く
、
こ
の
頃
既
に
鉐
の
歌
才
は
近
隣
に
知
れ
渡
っ
て
お
り
、
短
冊
を
所

望
す
る
人
々
が
か
な
り
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
興
味
深
い
。
鉐
は
こ
の

1

小
林 

修

上
京
以
前
の
下
田
歌
子

―
父
・
平
尾
鍒
蔵
筆「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
よ
り

―



小林 修   上京以前の下田歌子 (20)
87

時
満
一
五
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
翌
日
、
鉐
が
帰
宅
し
た
の
で
そ
の

話
を
す
る
と
、
昨
春
の
明
治
維
新
を
詠
ん
だ
歌
二
三
首
を
短
冊
に
揮
毫
し
た

の
で
鉐
に
本
陣
へ
届
け
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
大
井
宿
本
陣
は
岩
村
に
来
て
お

り
町
方
に
逗
留
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
と
付
記
し
て
い
る
。
鍒
蔵
は
未
だ
謹

慎
中
の
身
で
あ
り
自
ら
外
出
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
事
態
を
正
確
に
把
握
出

来
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
大
井
宿
本
陣
と
い
う
の
は
本
陣（
林
家
）

の
主
人
で
は
な
く
本
陣
に
宿
泊
し
た
朝
廷
か
ら
の
巡
察
使
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
し
か
も
巡
察
使
は
鉐
の
評
判
を
聞
き
歌
を
見
て
、
鉐
に
直
接
会
っ

て
み
た
い
意
向
で
あ
る
旨
が
平
尾
家
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
時
鉐

は
ま
た
も
境
野
家
へ
行
き
留
守
で
あ
る
。

以
下
、
鍒
蔵
筆
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
を
翻
刻
し
、
そ
の
顚
末
を
概
観

し
た
後
、
考
察
を
加
え
た
い
。
翻
刻
に
際
し
、
適
宜
句
読
を
加
え
る
と
と

も
に
一
部
ル
ビ
を
補
っ
た
。
な
お
、
原
本
は
写
真
版
で
本
稿
末
尾
に
掲
載

す
る
。

＊

平
尾
鍒
蔵
筆「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」

一 

九
月
二
十
三
日
、
昼
後
大
井
宿
本
陣
使
ニ
而て

、
せ
き
歌
咏
短
冊
所
望
の
処
、
折お

り

節ふ
し

当
人
ハ
留
守
、
久
保
原
村
眼
医
参
居
候
間
、
箱
の
中
ニ
有
合
セ
候
短
冊
を
其
侭

差
出
シ
、
旧
吟
ゆ
へ
定さ

だ

而め
て

不
出
来
な
る
に
可
有
之
候
。
此
中
ニ
而
撰
ミ
何
極
也
と
持
可
被
申
、

尤
急
ぎ
不
被
申
明
日
ニ
而
宜よ

ろ
し
く敷
候
ハ
バ
、
認
直
さ
せ
遣
し
可
申
旨
申
出
、
小
子
ハ
眼
医
師
と

対
話
致
し
居
候
。
右
使
ハ
短
冊
見
極
申
請
候
と
挨
拶
有
之
、
五
七
枚
斗
持
帰
り
候

様
子
ニ
候
。

但
せ
き
ハ
境
野
エ
病
人
有
之
看
病
ニ
ま
以
り
留
守
也
。
是
迠
も
留
守
に
短
冊

所
望
人
御
座
候
節
ハ
箱
之
ま
ゝ
差
出
シ
、
ど
れ
也
と
持
取
り
申
と
申
出
候
事
ニ
候
。
此
度
も

同
様
也
。

一 

翌
二
十
四
日
、
せ
き
帰
り
候
間
、
右
之
は
な
し
致
し
候
處
、
昨
春
御
一
新
の
歌
両
三
首
認

候
間
為
持
差
遣
し
候
。
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但
大
井
宿
本
陣
ハ
町
方
ニ
逗
留
罷
在
候
よ
し
也
。

一 
同
日
七
時
前
、
木
村
弥
五
八
久
々
ニ
而
来
訪
、
此
度 

天
朝
よ
り
の
御
巡
察
使
掛

御
両
人
ハ
松
田
伊
兵
衛
方
ニ
、
御
三
人
ハ
木
村
方
ニ
御
逗
留
有
之
、
せ
き
歌
御
聞
及
び

御
逢
可
被
成
旨
ゆ
へ
郡
市
司
太
田
才
之
進
殿
ェ
御
届
申
候
處
、
同
人
ハ
可
然
□
沙
候
得
と
も

今
日
ハ
無

よ
ん
ど
こ
ろ
な
き據
取
込
ミ
ニ
付
、
同
役
吉
田
泰
蔵
殿
方
ェ
頼
置
候
間
吉
田
ェ
申
出
候
様

ニ
と
の
事
ニ
付
、
只
今
よ
り
右
方
ェ
参
り
掛
ケ
ニ
候
。
婦
人
ハ
髪
等
の
支
度
も
御
座
候
も
の
ゆ
へ
不
取

敢
し
ら
せ
申
候
旨
ニ
付
、
小
子
事
木
村
ニ
も
承
知
之
身
ゆ
へ
諸
事
手
抜
ニ
不
相
成
様
頼
入
候
旨

申
シ
合
木
村
ハ
引
取
り
申
し
候
。

但
せ
き
今
日
ハ
昼
前
境
野
へ
ま
以
り
、
昼
後
ハ
在
宅
ニ
付
ま
づ
兎
も
角
も
用
意
致
し
候
。

一 

七
時
過
、
吉
田
泰
蔵
殿
被
参
、
前
文
之
義
被
申
出 

天
使
御
用
先
き
遊
興
ケが

間ま

敷し
き

義
ゆ
へ
病
気
を
以
て
御
断
可
然
旨
ニ
付
、
小
子
事
娘
歌
詠
ハ
是
迠
諸
侯
方
御
旗
本

方
御
覧
に
も
度
々
入
り
候
義
、
甚
未
熟
ニ
而
御
所
望
之
義
ハ
奉
恐
入
候
得
共

天
使
御
遊
興
抔
と
ハ
私
よ
り
ハ
難
申
上
ケ
、
且
娘
事
小
子
御
承
知
之
身
ゆ
へ
少
々
之
用

弁
ニ
ハ
差
出
シ
、
今
日
も
す
で
に
両
度
も
差
出
シ
候
義
ニ
付
病
気
と
も
申
兼
候
間
、
各
様
よ
り

可
然
被
□
上
ゲ
度
旨
申
シ
合
候
處
、
吉
田
氏
事
右
之
義
ハ
小
子
迠
ェ
之
内
話
ニ
候
、
差
出
シ
候
付
而
ハ

附
添
人
御
座
候
哉
と
被
申
し
出
候
。
小
子
事
差
掛
候
義
ニ
付
、
附
添
人
の
心
掛
ケ
等
無
之
、

母
ハ
極
老
人
也
。
親
類
内
ニ
も
急
ニ
誰
を
頼
む
べ
き
と
存
候
も
の
も
無
之
旨
申
し
出
候
。
吉
田
氏
事

せ
き
年
頃
ニ
も
成
り
候
事
ゆ
へ
、
男
子
斗ば

か
り

之
中
ェ
附
添
人
無
之
而
は
相
成
間
敷
旨
ニ
付
、
小
子
事

右
等
の
義
も
諸
事
可
然
御
差
図
被
下
度
旨
申
出
吉
田
氏
を
引
取
り
被
申
候
。

但
小
子
昨
夏
大
山
妻
女
出
尾
之
處
、
右
手
引
致
し
、
願
書
差
出
し
候
抔
と
の
讒
説
ニ

逢
ひ
、
疑
惑
を
請
ケ
候
得
共
、
無
程
可
相
分
ル
事
と
存
居
候
處
、
当
夏
ニ
至
り
尾

州
御
用
済
帰
途
無い

わ
れ
な
く謂
立
戻
り
、
不
埒
な
る
を
以
て
譴
責
を
請
ケ
候
。
石
橋
三
十
郎
殿

よ
り
近
々
爰こ

こ
も
と元
御
使
者
出
尾
ニ
付
、
夫
迠
ハ
滞
尾
の
様
伝
言
被
申
越
立
戻
り
候
ヲ

石
橋
氏
ニ
ハ
其
義
不
及
旨
也
。
是
ハ
召
連
候
西
尾
関
右
衛
門
と
御
貸
人
と
小
子
と
伝
言
人
と

石
橋
と
対
話
致
し
候
ハ
バ
可
相
分
ル
事
ニ
候
。
何
レ
ハ
石
橋
家
親
類
殿
ェ
御
厄
介
相
掛
ケ
度
と
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存
居
候
事
也
。
左
様
の
小
子
ゆ
へ
又
々
如
何
様
の
不ふ

つ
つ
か束
ニ
相
成
候
も
難

は
か
り
が
た
き
斗
ニ
付
、
小
子

手
抜
ケ
ニ
不
相
成
様
御
差
図
被
下
度
旨
申
し
出
候
事
。

一 
七
半
時
頃
、
木
村
ま
以
り
、
吉
田
氏
ェ
相
届
候
處
、
不
束
者
ニ
付
御
断
可
申
旨
夫
共
達
而
と

御
沙
汰
御
座
候
ハ
バ
、
又
々
其
節
之
事
ニ
候
旨
申
し
出
引
き
と
り
申
し
候
。

一 

程
な
く
吉
田
氏
ま
以
ら
れ
、
不
束
者
ニ
付
御
無
礼
有
之
候
而
も
入
恐
候
間
、
再
三
御
沙
汰
御
座
候
へ
共
小
子

方
迷
惑
不
相
成
様
御
断
可
申
候
。
且
付
添
人
等
御
手
数
ニ
付
御
断
可
申
旨
ニ
候
。 

上
ェ
相
伺
候
處
不
相

成
旨
ニ
付
致
し
方
も
無
之
旨
被
申
し
置
引
取
被
申
候
。

但
右
之
両
度
め
吉
田
氏
被
参
候
節
ハ
取
次
よ
り
家
内
之
者
ェ
被
申
置
引
取
被
申
候
事
。

 
 
 
 
 
 

己
巳
九
月
二
十
五
日
夕
備
忘
之
た
め
志
る
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
尾
鍒
蔵

一 

同
二
十
五
日
夕
、
大
井
宿
本
陣
使
参
り
、
状
箱
持
参
ニ
而
請
取
書
き
遣
し
候
様
被
申
し
候
間

早
速
被
見
致
し
候
處
、
御
巡
察
使
様
よ
り
せ
き
ェ
御
返
歌
被
下
候
短
冊
也
。
且
せ
き

述
懐
之
歌
差
越
候
様
被
申
候
様
處
、
せ
き
又
々
留
守
故
使
人
ェ
い
つ
被
帰
候
哉
と
相
尋
候
処

直
様
立
帰
り
候
旨
ニ
付
、
せ
き
許
ニ
遣
し
候
間
も
無
之
ニ
付
、
昨
夏
以
来
之
反
故
帖
一

冊
取
出
シ
、
当
人
ハ
留
守
ゆ
へ
不
相
分
ら
候
得
共
、
此
反
故
帖
御
覧
候
ハ
バ
可
相
分
ル
哉
ニ

被
渡
候
旨
申
し
出
、
其
冊
ニ
寸
紙
請
取
書
相
添
使
人
ェ
相
渡
申
し
候
。

但
使
人
急
ぎ
の
様
子
ニ
而
、
帳
面
ハ
封
じ
候
に
も
及
不
申
旨
ニ
付
、
早
々
に
使
人
の
前
ニ
而

一
枚
紙
ニ
而
手
軽
ニ
封
致
し
、
且
請
取
書
も
目
の
前
ニ
而
早
々
相
認
め
相
渡
申
し
候
。

恭
文
不
束
之
歌
本
陣
よ
り 

御
巡
察
使
様
江
被
入
御
覧 

御
返
歌
被
下
候
義

実
以
不
奉
存
寄
難
有
次
第
ニ
付
、
此
旨
書
綴
り
置
候
事
。

 
 
 
 
 
 
 

同
日
夜

以
上
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2

以
上
が
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
の
全
文
で
あ
る
。
九
月
二
四
日
朝
、
鉐

が
「
御
一
新
」
の
歌
を
届
け
た
後
、
木
村
弥
五
八
が
久
々
に
訪
れ
、
天
朝
か

ら
の
巡
察
使
一
行
が
岩
村
に
来
ら
れ
、
自
分
の
邸
に
も
御
三
人
が
逗
留
、
鉐

の
歌
才
の
評
判
を
お
聞
き
に
な
り
、
是
非
会
っ
て
み
た
い
と
の
仰
せ
で
あ
る

と
告
げ
る
。
つ
い
て
は
郡
市
司
吉
田
泰
蔵
殿
へ
伺
い
を
立
て
る
た
め
、
こ
れ

か
ら
出
向
く
と
こ
ろ
だ
が
、
女
性
は
髪
な
ど
の
支
度
も
あ
ろ
う
か
ら
前
も
っ

て
お
知
ら
せ
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
。
木
村
弥
五
八
は
岩
村
藩
御
用
達
の
商

人
、
名
字
帯
刀
も
許
さ
れ
た
町
方
の
有
力
者
で
あ
る
。
松
田
伊
兵
衛
も
同

役
の
〝
問
屋
〟。
鉐
は
午
前
中
は
境
野
家
へ
行
き
留
守
だ
が
、
午
後
は
在
宅

の
予
定
な
の
で
、
鍒
蔵
は
兎
に
角
準
備
だ
け
は
と
始
め
た
と
こ
ろ
、
間
も

な
く
吉
田
泰
蔵
が
訪
れ
、
朝
廷
の
御
用
先
で
遊
興
が
ま
し
き
こ
と
は
差
し

控
え
る
べ
き
だ
か
ら
、
病
気
と
言
っ
て
御
断
り
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
伝
え

た
。
こ
れ
に
対
し
て
鍒
蔵
は
、
天
朝
か
ら
の
巡
察
使
様
に
こ
ち
ら
か
ら
「
御

遊
興
」
な
ど
と
は
と
て
も
申
上
げ
ら
れ
な
い
し
、
自
分
が
謹
慎
の
身
で
外
出

で
き
な
い
の
で
、
今
日
も
娘
を
二
度
も
使
い
に
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ

え
今
更
「
病
気
」
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
、
と
答
え
た
。
吉
田
は
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
鍒
蔵
へ
の
内
話
で
あ
る
。
も
し
鉐
を
巡
察
使
様
の
も
と

に
差
し
出
す
と
し
た
ら
、
男
子
ば
か
り
の
と
こ
ろ
へ
年
頃
の
鉐
を
差
し
出

す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
誰
か
付
添
人
の
心
当
た
り
は
あ
る
か
、
と
問
う

た
。
鍒
蔵
は
自
分
は
謹
慎
の
身
で
あ
り
、
母
は
老
齢
、
急
の
こ
と
で
親
類

中
に
も
心
当
た
り
は
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
含
め
吉
田
に
諸
事

2

3

お
差
図
願
い
た
い
と
依
頼
し
た
。
こ
の
後
、
自
分
が
不
条
理
な
謹
慎
処
分

を
受
け
た
経
緯
が
簡
略
に
記
さ
れ
、
そ
の
事
へ
の
不
満
と
と
も
に
、
そ
ん

な
自
分
だ
か
ら
今
度
も
「
不ふ

つ
つ
か束
」
に
な
ら
ぬ
よ
う
く
れ
ぐ
れ
も
御
差
図
願
い

た
い
と
依
頼
し
た
旨
書
き
添
え
て
い
る
。
こ
の
不
条
理
な
謹
慎
処
分
に
つ

い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
る
。

そ
の
後
、
木
村
弥
五
八
が
再
び
や
っ
て
来
て
、
吉
田
氏
へ
御
届
け
し
た
と

こ
ろ
、「
不
束
者
」
に
つ
き
御
断
り
す
べ
き
だ
と
の
判
断
で
、
そ
れ
で
も
ど

う
し
て
も
と
御
沙
汰
が
あ
っ
た
ら
、
ま
た
そ
の
時
の
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
と

言
っ
て
木
村
は
引
取
っ
て
行
っ
た
。
程
な
く
吉
田
氏
が
ま
た
来
ら
れ
て
、「
不

束
者
」
に
付
き
、
失
礼
が
あ
っ
て
は
誠
に
恐
れ
入
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
再

三
御
沙
汰
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
御
断
り
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
の
こ
と
、
ま

た
上
様
に
も
御
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
相
な
ら
ぬ
と
の
御
意
向
で
あ
っ
た
ゆ
え
、

致
し
方
な
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
引
取
ら
れ
た
。
た
だ
し
二
度
目
に
吉
田
氏

が
来
ら
れ
た
時
は
、
取
次
か
ら
家
内
の
者
へ
申
し
置
い
て
引
取
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

「
備
忘
の
記
」は
こ
こ
迄
で
い
っ
た
ん
擱
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
同
日
夕
刻
に

な
っ
て
思
い
が
け
な
い
出
来
事
が
出
来
し
、
同
夜
そ
の
事
が
補
筆
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
二
五
日
夕
刻
、
ま
た
大
井
宿
本
陣
か
ら
使
い
が
来
て
、
状
箱

を
持
参
、
開
け
て
見
る
と
そ
れ
は
御
巡
察
使
様
か
ら
鉐
へ
の
御
返
歌
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
鉐
に
再
び
「
述
懐
の
歌
」
を
届
け
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
鉐
は
ま
た
ま
た
留
守
で
あ
る
。
使
い
人
は
直
様
立
ち
戻
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
鉐
に
使
い
を
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
仕
方

な
く
昨
夏
以
来
の
反
故
帖
を
差
出
し
、
請
取
書
も
簡
略
に
ま
と
め
て
手
渡
し
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た
。
使
い
人
は
た
い
へ
ん
急
ぎ
の
様
子
で
あ
っ
た
。
思
い
が
け
ず
御
巡
察
使

様
か
ら
御
返
歌
を
頂
戴
し
た
こ
と
は
、
実
に
思
い
が
け
な
い
有
難
い
こ
と
で

あ
っ
た
と
明
記
し
て
こ
の
備
忘
を
結
ん
で
い
る
。
以
上
が
「
己
巳
九
月
備
忘

の
記
」の
概
略
で
あ
る
。

3

平
尾
鍒
蔵
が
書
き
残
し
た
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
を
概
観
し
て
み
る
と
、

明
治
二
年
の
こ
の
時
点
で
既
に
鉐
の
歌
才
が
近
隣
に
鳴
り
響
い
て
い
た
ば
か

り
で
な
く
、「
是
迠
諸
侯
方
御
旗
本
方
御
覧
に
も
度
々
入
り
候
」
と
あ
る
ご

と
く
、
大
名
・
旗
本
か
ら
も
引
き
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
て
興
味
深

い
。
し
か
も
今
度
は
、
朝
廷
の
巡
察
使
か
ら
短
冊
を
所
望
さ
れ
た
上
に
直
接

会
い
た
い
と
申
し
入
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鍒
蔵
・
鉐
父
娘
に
と
っ

て
非
常
に
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
岩
村
藩
に
と
っ
て

も
藩
士
の
娘
が
巡
察
使
に
目
通
り
を
許
さ
れ
歌
を
献
上
す
る
こ
と
は
名
誉
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩
上
層
部
は
積
極
的
に
実

現
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
無
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
し
て
結
局
の

と
こ
ろ
、
平
尾
家
に
と
っ
て
は
付
添
人
に
困
る
で
あ
ろ
う
し
、「
不
束
者
」で

失
礼
が
あ
っ
て
は
恐
れ
多
い
と
い
う
理
由
と
、
上
様
に
御
伺
い
を
立
て
た
と

こ
ろ
や
は
り
御
同
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
旨
を
以
っ
て
実
現
に
至
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
結
論
は
郡
市
司
吉
田
泰
蔵
か
ら
直
接
聞
い

た
の
で
は
な
く
、
家
内
の
者
へ
伝
え
置
き
吉
田
は
立
ち
帰
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
鍒
蔵
に
と
っ
て
ど
う
に
も
釈
然
と
し
な
い
結
末
で
あ
る
。
と
も
か
く

彼
は
こ
の
三
日
間
の
こ
こ
迄
の
経
緯
を「
備
忘
の
記
」と
し
て
記
録
し
、
い
っ

た
ん
筆
を
置
い
た
。
だ
が
、
そ
の
日
（
九
月
二
五
日
）
の
夕
方
、
思
い
が
け

ず
大
井
宿
か
ら
の
使
い
を
通
し
て
巡
察
使
か
ら
鉐
へ
の
返
歌
が
届
け
ら
れ

る
。
三
日
間
の
不
本
意
な
成
り
行
き
に
暗
然
た
る
思
い
に
沈
ん
で
い
た
鍒
蔵

の
心
は
一
転
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
局
鉐
の
目
通
り
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、

返
歌
を
頂
戴
し
た
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
有
難
く
名
誉
な
こ
と
、
と
「
備
忘

の
記
」の
末
尾
に
書
き
加
え
て
い
る
。

さ
て
現
在
か
ら
見
て
、
こ
の
加
筆
部
分
が
補
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
備
忘
の
記
」
は
当
時
一
五
歳
の
鉐
の
身
に
起
っ
た
名
誉
あ
る
出
来
事
の
記

録
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
平
尾
鍒
蔵
は
当
初
こ
れ
を
予
期
し
な
い

で
こ
の
記
録
を
書
き
残
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
末
尾
の
出
来
事
の
前

に
「
己
巳
九
月
二
十
五
日
夕
備
忘
之
た
め
志
る
す 

平
尾
鍒
蔵
」
と
明
記
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
鉐
の
身
に
起
り
か
け
た
名
誉
な
出
来
事

が
藩
上
層
部
の
無
理
解
乃
至
は
圧
力
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
不
本
意
な

事
実
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
に
鍒
蔵
の
主
眼
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
常
識
的
に
見
て
、
藩
士
の
娘
で
あ
り

頴
悟
で
歌
才
に
秀
で
た
少
女
が
、
朝
廷
か
ら
の
巡
察
使
に
召
さ
れ
て
歌
を
献

上
す
る
こ
と
は
、
岩
村
藩
に
と
っ
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
藩
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
鍒
蔵
の
筆
致
か
ら
も
藩
の
消
極
的

な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
が
、
何
故
岩
村
藩
は
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
っ
て
は
鍒
蔵
の
現
在
に
至
る
謹
慎
の
理
由
が
深
く

関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
の
中
に
、
鍒
蔵
は
何
故
か
自
ら
の
謹
慎
の
理
由

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。「
但
小
子
昨
夏
大
山
妻
女
出
尾
之
處
、
右
手
引
致

し
願
書
差
出
候
抔
と
の
讒
説
ニ
逢
ひ
疑
惑
を
請
ケ
候
得
共
、
無
程
可
相
分
ル

事
と
存
居
候
處
、
当
夏
ニ
至
り
尾
州
御
用
済
帰
途
無い

わ
れ
な
く謂
立
戻
り
、
不
埒
な

る
を
以
て
譴
責
を
請
ケ
候
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
岩

村
藩
に
お
け
る
尊
皇
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
平
尾
鍒
蔵
が
明
治
維
新
後
の
現

在
に
至
っ
て
も
何
故
謹
慎
の
身
の
上
で
あ
る
の
か
。
先
ず
そ
の
こ
と
自
体
が

不
審
で
あ
る
。
親
藩
岩
村
藩
を
佐
幕
か
ら
勤
皇
恭
順
へ
と
導
い
た
中
心
的
役

割
を
果
た
し
な
が
ら
、
現
在
に
至
っ
て
も
謹
慎
処
分
が
解
け
な
い
ま
ま
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
大
山
妻
女
出
尾
の
手
引
き
を
し
、
願
書
を
差
し
出

し
た
と
の
讒
説
に
逢
い
疑
惑
を
受
け
た
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
明

治
元
年
、
主
君
松
平
能
登
守
乗
命
（
の
り
と
し
）
は
江
戸
在
府
中
の
情
況
下
、

国
家
老
丹
羽
瀬
市
左
衛
門
等
に
よ
り
藩
論
を
勤
皇
恭
順
に
切
り
替
え
た
岩
村

藩
は
、
尾
張
藩
の
斡
旋
に
よ
り
勤
皇
恭
順
の
実じ

つ

を
は
か
る
た
め
、
重
臣
一
名

を
名
古
屋
に
出
張
さ
せ
た
。
そ
の
任
に
選
ば
れ
た
の
が
平
尾
信
左
衛
門
（
鍒

蔵
）
で
あ
っ
た
。
尾
張
藩
徳
川
慶
勝
は
朝
廷
派
と
し
て
い
ち
早
く
藩
内
の
佐

幕
派
を
粛
清
（
青
松
葉
事
件
）
し
、
近
隣
諸
藩
に
対
し
て
勤
皇
誘
引
に
動
い

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
名
古
屋
で
は
藩
校
明
倫
堂
に
待
賓
舘
を
設
置
し
、
名

古
屋
詰
と
し
て
出
張
し
て
く
る
近
隣
各
藩
家
臣
た
ち
の
接
見
場
所
と
し
た
。

総
裁
は
丹
羽
淳
太
郎
、
出
役
は
鷲
津
九
蔵
（
毅
堂
）
で
あ
る
。
鍒
蔵
は
二
月

か
ら
三
箇
月
間
ほ
ど
名
古
屋
詰
と
し
て
奔
走
し
た
が
、
そ
の
任
が
終
わ
る

頃
、
岩
村
で
は
大
山
伝
八
郎
の
妻
が
出
奔
し
名
古
屋
に
向
か
っ
た
と
い
う
事

件
が
起
こ
っ
た
。
勤
皇
派
の
大
山
他
原
田
徳
三
郎
（
文
嶺
）
な
ど
数
人
は
何

故
か
未
だ
揚
り
屋
入
り
と
な
っ
て
お
り
、
大
山
の
妻
は
そ
の
不
当
な
処
分
を

総
督
府
に
直
接
訴
え
る
た
め
願
書
を
持
っ
て
国
元
を
出
奔
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
同
じ
勤
皇
派
で
名
古
屋
詰
と
な
っ
て
い
る
鍒
蔵
が
手
引
き
し
た

と
の
讒
言
が
な
さ
れ
、
鍒
蔵
は
譴
責
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
鍒
蔵
は
預
り
知

ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
岩
村
に
帰
る
と
間
も
無
く
家
老
味
岡
正
秋
の
屋
敷

に
出
頭
さ
せ
ら
れ
、「
不
審
之
筋
」
有
り
と
い
う
こ
と
で
山
梨
健
蔵
に
お
預

け
謹
慎
の
処
分
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
鍒
蔵
の
申
し
立
て
も
入
れ
ら
れ

ぬ
ま
ま
、
今
年（
明
治
二
年
）四
月「
尾
州
御
用
済
謂い

わ
れな
く
立
戻
り
候
段
不
埒

に
付
、
隠
居
仰
付
け
倅
鍗
蔵
へ
御
助
扶
持
七
口
下
置
か
れ
候
事
、
但
自
分
謹

慎
可
罷
在
事
」
と
隠
居
謹
慎
の
処
分
が
下
さ
れ
た
。
そ
し
て
鍒
蔵
本
人
は
納

得
で
き
な
い
ま
ま
、
こ
の
九
月
ま
で
謹
慎
処
分
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

鍒
蔵
は
「
備
忘
の
記
」
に
昨
夏
以
来
の
謹
慎
処
分
の
こ
と
を
書
き
記
し
、
そ

の
よ
う
な
自
分
で
あ
る
か
ら
、
今
回
も
「
手
抜
」
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
慎
重
に

事
を
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
ら
戒
め
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
巡
察
使
の
通
行
に
関
し
て
は
、
岩
村
藩
領
の
庄
屋
と

み
ら
れ
る
吉
村
家
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
吉
村
家
日
記
」（『
恵
那
市

史 
史
料
篇
』）に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

⃝

明
治
二
年
九
月
二
三
日 

従
京
都
よ
り
大
巡
察
様
御
通
行
左
之
通
被 

仰
渡
（
京
都
よ
り
大
巡
察

様
通
行
、
左
の
通
り
仰
せ
渡
さ
る
）

4

5
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深
澤
禅マ

マ
正
大
巡
察

永
田
禅
正
大
巡
察

矢
澤
禅
正
巡
察
属

神
谷
禅
正
巡
察
属

足
立
禅
正
巡
察
属

右
之
通
御
巡
察
様
方
御
通
行
ニ
付
、
子
安
森
ニ
て
小
休
ミ
之
用
意
可
致

候
二
十
三
日
御
巡
察
様
方
四
ツ
頃

当
村
え
御
着
、子
安
森
ニ
て
御
小
休
ミ
御
機
嫌
克
岩
村
へ
御
通
行
ニ
候
、

同
二
十
五
日
岩
村
御
立
ニ
相
成
伊
奈
県
飯
島
辺
迄
之
御
先
触
、
則

二
十
五
日
子
安
森
ニ
て
小
休
ミ
、
今
日
ハ
駕
籠
ニ
召
候
侭
ニ
て
御
休
み

也
、
御
機
嫌
克
東
野
村
へ
御
越
し

「
禅
正
」
と
あ
る
の
は
「
弾
正
」
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
一
行
は
深
澤
弾
正
大
巡
察
・
永
田
弾
正
大
巡
察
と
矢
澤
・
神
谷
・
足
立

弾
正
巡
察
属
の
五
名
で
あ
っ
た
。「
弾
正
台
」は
律
令
制
の
警
察
機
構
の
役
職

だ
が
、
明
治
政
府
も
明
治
二
年
か
ら
四
年
ま
で
こ
の
役
職
を
設
置
し
て
い

る
。
長
官
は
弾
正
尹
九
条
道
孝
。
新
政
府
発
足
後
の
地
方
行
政
を
監
察
す
る

目
的
で
各
地
を
巡
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
鍒
蔵
は
巡
察
使
と
し
か
書
い
て
い

な
い
が
、
こ
れ
が
弾
正
台
巡
察
使
と
な
れ
ば
、
岩
村
藩
と
し
て
も
神
経
を
尖

ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
岩
村
藩
勤
皇
派
の
中
心
的
人

物
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
明
治
維
新
後
も
謹
慎
処
分
が
続
い
て
い
る
藩
士
の

娘
が
、
弾
正
台
巡
察
使
に
召
さ
れ
て
席
上
で
歌
を
献
上
す
る
機
会
が
設
け
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
岩
村
藩
執
行
部
と
し
て
は
、
出
来
る
だ
け

実
現
す
る
こ
と
な
く
穏
便
に
巡
察
使
に
引
き
返
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た

だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
昨
年
大
山
伝
八
郎
の
妻
が
総
督
府
へ
直
訴

す
る
た
め
出
奔
し
た
事
件
も
想
起
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
平
尾
鍒
蔵

は
ま
さ
に
此
の
事
件
に
連
座
す
る
形
で
罪
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
潔
白
の

主
張
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
大
山
の
妻
も
連
れ
戻
さ
れ
揚
り
屋
入
り

処
分
と
な
っ
た
。）
鍒
蔵
の「
備
忘
の
記
」か
ら
窺
わ
れ
る
藩
当
局
の
消
極
的

姿
勢
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
根
差
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5

平
尾
鉐
が
弾
正
台
巡
察
使
に
召
さ
れ
歌
会
で
歌
を
献
上
す
る
機
会
は
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
厳
め
し
い
弾
正
台
の
巡
察
使
も
歌
ご
こ
ろ
に
富
ん

だ
風
雅
を
解
す
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。（
深
澤
・
永
田
二
人
の
大
巡
察

で
あ
ろ
う
） 

中
山
道
大
井
宿
本
陣
に
戻
っ
た
後
、
使
い
を
出
し
て
返
歌
を

鉐
の
も
と
に
届
け
て
い
る
。
こ
の
返
歌
は
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鉐
の

ど
の
よ
う
な
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
ろ
う
か
。
巡
察
使
に
届
け
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
歌
は
、
九
月
二
三
日
大
井
宿
の
使
い
が
持
ち
帰
っ
た
旧
作
の
短
冊

五
七
枚
が
あ
る
。
さ
ら
に
翌
日
帰
宅
し
た
鉐
が
届
け
た
昨
春
の
「
御
一
新
の

歌
」
二
三
首
が
あ
る
。
巡
察
使
が
返
歌
を
詠
む
と
し
た
ら
後
者
が
ふ
さ
わ
し

い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
一
首
は
本
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
次
の
歌
が
考
え

ら
れ
る
。（
画
像
参
照
）
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皇
国
の
錦
の
御
は
た
神
風
に
な
び
く
か
た
に
と
な
び
く
民
草

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せ
き
子

（
実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
）

右
の
歌
は「
下
田
歌
子
関
係
資
料
集
」に
慶
応
三
年
と
あ
る
が
、
四
年
の
も

の
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る「
錦
の
御
旗
」が
出
現
し
た
の
は
慶
応
四
年
正
月

の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
折
で
あ
る
。
そ
の
他『
香
雪
叢
書
』の
中
に
は
慶
応
四

年（
明
治
元
年
）作
で「
御
一
新
」を
詠
ん
だ
と
断
定
で
き
る
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
。
ま
た
右
の
歌
も『
香
雪
叢
書
』に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
一
文
が
あ
る
。

戦
前
の
西
尾
豊
作
著『
下
田
歌
子
傳
』に
見
ら
れ
る
次
の
記
述
で
あ
る
。

明
治
三
年
の
頃
、
女
史
は
父
鍒
蔵
が
再
び
幽
閉
の
中
に
あ
る
の
を
悲
し

み
、
折
り
ふ
し
明
治
政
府
の
設
け
ら
れ
た
弾
正
台
が
中
山
道
を
巡
行
さ

る
ゝ
を
聞
き
、
聞
え
上
げ
ん
と
せ
ら
れ
た
詠
は
次
の
通
り
で
あ
る
、
時

に
女
史
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

う
き
雲
や
な
に
へ
た
つ
ら
む
雲
井
ま
で
聞
こ
え
あ
け
ん
と
思
ふ
心
を

既
に
見
た
よ
う
に
、
明
治
三
年
と
あ
る
の
は
明
治
二
年
、
十
七
歳
と
あ
る

の
は
満
十
五
歳
の
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
歌
は
『
香
雪
叢
書
』
第
二
巻

6

7

「
雪
の
下
草
」
に
も
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
学
「
下
田
歌
子
関
係
史
料
」
に

も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
西
尾
は
晩
年
の
下
田
歌
子
か
ら
直
接
取
材
し
た
と
推

察
さ
れ
る
が
、
歌
子
自
身
も
晩
年
に
同
様
な
回
想
を
残
し
て
い
る
。

私
の
父
は
、
数
十
年
の
勤
王
の
素
志
も
苦
節
も
、
将
た
苦
行
も
、
奸

邪
の
為
に
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
、
殆
ど
冤
罪
に
死
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し

た
が
、
幸
い
に
し
て
、
突
如
と
し
て
弊
藩
に
臨
ま
れ
た
弾
正
台
の
有
司

に
よ
っ
て
漸
次
其
の
理
非
曲
直
を
裁さ

ば判
か
れ
ま
し
て
、
晴マ

マ
天
白
日
の
身

と
な
り
、
更
に
幾
程
も
無
く
朝
廷
よ
り
諸
藩
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
神
祇
官

に
参
集
せ
し
め
ら
れ
宣
教
師マ

マの
一
員
と
し
て
、
明
治
三
年
俄
か
に
上
京

致
し
ま
し
た
。

（
略
）

其
時
分
病
み
臥
し
て
居
り
ま
し
た
祖
母
か
ら
「
ぐ
づ
〳
〵
し
て
は
居

ら
れ
ぬ
か
ら
、
断
然
父
の
為
に
御
巡
回
の
弾
正
台
の
有
司
に
直
訴
せ

よ
。
万
一
事
破
れ
て
武
運
拙
く
奸
吏
の
為
に
、
途
中
に
て
捕
ら
へ
ら

る
ゝ
事
も
あ
ら
ば
密
書
は
噛
み
て
嚥の

み
く
だ下
し
、
拷
問
な
ど
の
憂
目
を
見
ぬ

間
に
、
速
か
に
自
殺
せ
よ
」
と
厳お

ご
そか
に
命
令
さ
れ
ま
し
た
。
事
そ
の
他

其
節
の
事
な
ど
を
考
え
ま
す
る
と
、
恨
め
し
く
も
将
た
懐
か
し
き
、
亡

き
人
々
の
面
影
が
、
彷
彿
と
し
て
眼
を
遮さ

え
ぎる
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
祖
母
か
ら
決
死
の
思
い
で
父
の
冤
罪
を
弾
正
台
巡
察
使

に
訴
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
、
と
回
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
「
う
き
雲

や
…
…
」
の
歌
を
詠
ん
で
訴
え
た
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
父
平
尾
鍒
蔵

8
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の
「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」
か
ら
も
、
こ
う
し
た
切
迫
し
た
経
緯
を
窺
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
歌
が
弾
正
台
巡
察
使
に
届
け
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
岩

村
藩
当
局
と
し
て
も
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
藩
は
歌
会
で

右
の
よ
う
な
歌
が
直
接
詠
ま
れ
る
こ
と
を
懼
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
西
尾
が
述
べ
る
よ
う
に
右
の
歌
が
巡
察
使
に
届
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、

九
月
二
四
日
の
午
後
で
あ
ろ
う
か
。
同
日
朝
は
前
述
の
ご
と
く
「
御
一
新
の

歌
」
二
三
首
を
書
き
な
お
し
届
け
て
い
る
が
、
鍒
蔵
に
よ
れ
ば
、
午
前
は
再

び
境
野
家
ヘ
行
き
午
後
は
在
宅
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
日
、
巡
察
使
へ
の
御

目
通
り
は
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
後
、
新
し
く
右
の
歌
を
詠
ん
で

届
け
た
か
、
翌
日
巡
察
使
が
岩
村
を
立
つ
前
に
届
け
た
か
、
い
ず
れ
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
巡
察
使
か
ら
の
返
歌
は
こ
の
歌
へ
の
返
歌
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ

推
察
の
域
を
出
な
い
。
さ
ら
に
平
尾
鍒
蔵
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
「
己

巳
九
月
備
忘
の
記
」
に
か
か
わ
る
一
連
の
出
来
事
が
彼
の
謹
慎
中
と
い
う
身

の
上
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
？ 

歌
子
の
回
想
に
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
後
弾
正
台
に
よ
っ
て「
理
非
曲
直
」が
裁
か
れ
、
鍒
蔵
が「
晴マ

マ天

白
日
の
身
」と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
現
在
の
所
こ
れ
を
詳
ら
か
に
し
な
い
。

鍒
蔵
も
明
確
に
書
き
残
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
謹
慎
処
分
が
解
か
れ
た
の
は
、
こ
の
年
大
晦
日
の
こ
と
で
あ
る
。
鍒

蔵
は
こ
の
日
の
経
緯
も
別
に
詳
細
に
書
き
残
し
て
い
る
。「
己
巳
十
二
月
晦
日

之
記
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
翻
刻
は
割
愛
す
る
が
、
前
日
の
廻
状
に
よ
り
十
二

月
晦
日
九
時
正
服
で
登
城
す
る
よ
う
に
と
の
通
達
が
あ
っ
た
。
廻
状
に
は
自

分
一
人
で
は
な
く
、「
先
年
隠
居
の
力
丸
元
長
、
近
頃
隠
居
の
大
野
多
治
見
、

遙
か
以
前
隠
居
の
海
野
増
次
郎
・
三
浦
幸
三
郎
、
其
外
戊
辰
夏
よ
り
隠
居
謹

慎
等
之
者
也
」
と
複
数
の
謹
慎
者
が
呼
び
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
時
刻
に

登
城
し
て
み
る
と
、
勤
仕
の
者
も
含
め
て
総
登
城
の
御
触
れ
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
勤
仕
の
面
々
に
は
「
御
改
革
之
命
令
」
が
あ
り
、
そ
の
後
隠

居
処
分
の
者
一
人
ひ
と
り
が
御
前
に
召
し
出
さ
れ
、
味
岡
家
老
（
こ
の
年
二

月
か
ら
大
参
事
）か
ら
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
尾
鍒
蔵 

自
今
自
分
謹
慎
ニ
不
及
候
事 

 
 
 

十
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行
政
廰

別
紙
に
は
「
為
養
老
二
口
下
賜
候
事
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
倅
鍗
蔵

に
は
別
に
「
階
級
五
等
ニ
被
成
下
候
事
」
と
の
御
達
し
が
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
日
を
以
っ
て
平
尾
鍒
蔵
の
謹
慎
処
分
は
正
式
に
解
か
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
鍒
蔵
に
は
な
お
釈
然
と
し
な
い
憤
満
が
燻
ぶ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
己
巳
十
二
月
晦
日
之
記
」
に
は
、
こ
の
後
細
々
と
大
山
伝
八
郎
妻
女
の
出

奔
事
件
か
ら
受
け
た
自
ら
の
疑
惑
と
無
実
を
振
り
返
り
、
今
回
他
の
人
々
と

等
し
く
一
斉
に
謹
慎
処
分
が
解
か
れ
た
も
の
の
、「
当
己
巳
夏
ニ
相
成
大
山

妻
帰
郷
ニ
而
有
司
ヨ
リ
尋
問
有
之
旨
ニ
付
定さ

だ
め
て而
我
等
之
御
不
審
も
明
白
ニ
相

分
り
候
事
と
奉
存
罷
在
候
得
共
、
今
日
ニ
至
り
御
不
審
相
晴
候
旨
之
御
達
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ハ
無
之
候

0

0

0

0

」（
傍
点
小
林
）と
無
念
の
思
い
を
書
き
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

嫌
疑
が
晴
れ
た
か
ら
謹
慎
が
解
か
れ
た
訳
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
に
遣
り
場

の
な
い
憤
懣
を
記
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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平
尾
鍒
蔵
筆「
己
巳
九
月
備
忘
の
記
」（
実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
）

（1）
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注1 
岩
村
藩
士
境
野
平
次
右
衛
門
家
（
百
石
）
と
思
わ
れ
る
。
平
尾
家
と
の
姻
戚
関

係
は
確
認
で
き
な
い
が
、
境
野
家
へ
の
鍒
蔵
書
簡
も
残
さ
れ
て
お
り
親
し
い
関

係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

2 

祖
先
は
挙
母
藩
士
、
岩
村
へ
移
り
問
屋
及
び
藩
御
用
達
商
。
後
に
岩
村
の
町
長

も
務
め
た
。

3 

郡
市
司
は
郡
村
市
街
及
び
社
寺
等
の
庶
務
を
総
べ
、
訴
獄
を
断
じ
賞
罰
を
決
す

職
で
あ
り
、
明
治
二
年
六
月
新
設
。
吉
田
泰
蔵
・
大
田
才
之
進
・
加
賀
野
寛
之

助
・
大
野
源
兵
衛
の
四
人
が
任
命
さ
れ
た
。
因
み
に
大
田
才
之
進
は
、
鍒
蔵
蟄

居
処
分
に
至
る
疑
惑
に
つ
い
て
直
接
尋
問
に
当
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
吉
田

は
文
久
三
年
の
和
宮
降
嫁
の
時
、
岩
村
藩
代
官
と
し
て
中
野
村
庄
屋
（
屋
号
本

酒
屋
）
に
常
駐
、
中
野
村
に
義
務
の
な
い
扶
役
を
課
し
た
た
め
、
熊
崎
新
三
郎

に
切
り
付
け
ら
れ
負
傷
、
和
宮
通
過
後
に
村
方
か
ら
提
訴
さ
れ
代
官
を
罷
免
さ

れ
て
い
る
。
郡
市
司
に
返
り
咲
い
た
後
、
小
学
校
教
員
も
務
め
た
。

4 

大
山
伝
八
郎
広
英
、
鍒
蔵
の
同
志
で
あ
る
と
と
も
に
歌
も
詠
み
、
せ
き
子
の
名

も
み
ら
れ
る
歌
合
わ
せ
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
と
平
尾
鍒
蔵
の

名
古
屋
出
張
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
山
口
典
子
「
岩
村
藩
勤
王
周
旋
始
末
」

（『
実
践
文
学
』第
42
号
、
昭
和
四
六
年
三
月
）に
詳
し
い
。

5 

『
恵
那
市
史 

史
料
篇
』（
昭
和
五
一
年
三
月
、
恵
那
市
発
行
）
に
「
私
記
録
」

（
７
２
８
）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
解
題
が
な
い
の
で
、
吉
村
家
に
つ

い
て
の
詳
細
は
未
詳
。
明
治
二
年
九
月
二
三
日
に
大
井
宿
か
ら
子
安
森
を
通
っ

て
岩
村
城
下
へ
向
か
い
、
二
五
日
再
び
子
安
森
を
通
っ
て
大
井
宿
へ
戻
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
子
安
森
の
地
名
や
他
の
部
分
の
記
述
か
ら
岩
村
藩
領
飯
沼
村

（
現
中
津
川
市
阿
木
）と
推
察
さ
れ
る
。

6 

『
香
雪
叢
書
』
第
二
巻
（
昭
和
七
年
一
二
月
、
実
践
女
学
校
出
版
部
）。
な
お
、

第
二
巻
「
歌
集 

雪
の
下
草
」
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
総
数
は
一
〇
〇
〇
余
首
。

下
田
歌
子
自
身
に
よ
っ
て
精
選
さ
れ
た
も
の
で
、
全
歌
数
の
一
割
に
も
満
た
な

い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
晩
年
の
歌
子
に
よ
っ
て
割
愛
さ
れ
た
歌
は
無
数
に
あ

る
と
み
ら
れ
る
。

7 

西
尾
豊
作
『
下
田
歌
子
傳
』
昭
和
一
一
年
一
二
月
一
〇
日 

咬
菜
塾
）。
う
き
雲

や
…
…
の
歌
も『
香
雪
叢
書
』に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

8 

「
つ
れ
〴
〵
の
記
」（『
愛
国
婦
人
』昭
和
六
年
一
月
）

■ 

以
上
の
他
、
次
の
資
料
を
参
照
し
た
。

•

『
岩
村
藩 

藩
士
歴
世
略
譜
』上
下（
平
成
四
年
三
月
・
一
〇
月
、
岩
村
町
史

料
編
纂
室
）

•

平
尾
鍒
蔵
筆「
己
巳
四
月
十
三
日
の
記
」及
び「
追
記
」

•
 

同 
 
 

「
五
月
二
日
太
田
才
之
進
殿
渡
辺
左
次
馬
殿

 
 
 
 
 
 
 

内
田
條
助
殿
被
参
問
答
大
意
」及
び「
附
記
」

•
 

同 
 
 

「
己
巳
十
二
月
晦
日
之
記
」

•

己
巳
四
月
十
三
日
議
行
局
申
渡
書（
平
尾
鍒
蔵
宛
）

•

『
岩
村
町
史
』（
岩
村
町
役
場
、
昭
和
三
六
年
二
月
）

•

『
恵
那
市
史
』通
史
編
二（
恵
那
市
、
平
成
元
年
三
月
）

•

『
明
治
官
制
辞
典
』（
昭
和
四
四
年
四
月
、
東
京
堂
）

•

『
明
治
史
料
顕
要
職
務
補
任
録
』（
一
九
八
一
年
九
月
、
柏
書
房
）

•

『
藩
史
大
事
典
』第
四
巻（
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
雄
山
閣
出
版
）

（
こ
ば
や
し
・
お
さ
む
／
実
践
女
子
大
学 

下
田
歌
子
記
念
女
性
総
合
研
究
所 

第
1
部
門
客
員
研
究
員
）
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Utako Shimoda Before Her Leaving for Tokyo

— From Tsuchinoto Midoshi Kugatsu Bibo no Ki  by Shimoda’s Father, Juzo Hirao —

KOBAYASHI Osamu

Through analysis of Tsuchinoto Midoshi Kugatsu Bibo no Ki (A Memoir of September 1869) written by 

Juzo Hirao, describing his daughter’s genius for poetry through the events of a day in September 1869, this 

paper examines the outstanding talents of Utako Shimoda (Seki Hirao) for composing tanka poetry and 

her reputation in her childhood before her move to Tokyo, which brought her an unexpected encounter 

with a regional inspector of the Imperial Court. At that time, Juzo, a loyalist of the Iwamura clan, was 

kept in domiciliary confinement for unclear reasons. This paper also examines the memoir’s description 

of his confinement.


